
平成 31 年 1 月 

インターネットバンキングをご利用いただいていない 

お 客 さ ま の ご 契 約 の 解 約 に つ い て 

インターネットバンキング（以下ＩＢという）に対する不正アクセスおよび不正送金が

増えている現状から、知らない間に被害に遭われることを防止するため、ＩＢのご契約を

いただいているお客さまのうち、１年以上ログインされていないお客さまにつきまして

は、ご利用規定に基づきご契約を解約させていただくことといたしました。 

 また、ご住所等の相違により、ダイレクトメールが届かない場合につきましても、ご利

用規定に基づきご契約を解約させていただきますのであらかじめご了承ください。  

 なお、引き続きのご利用を希望されます場合は、お取引店舗までお申し出くださいます

ようお願いいたします。  

 知らない間に大切なご預金が引き出される等の被害を防止するため、何卒ご理解ご協力

を賜りますようお願いいたします。 

ご契約の解約対象のお客さま 

・ＩＢご契約のお客さまのうち平成 30 年 12 月末までに 1 年以上ＩＢにログインされて 

いないお客さま。 

・発送されたダイレクトメールが当金庫に返戻されたお客さま。 

適用するご利用規定の条文 

・ＩＢご利用規定第 15 条第 1 項、第 3 項および第 4 項。 

 



ご契約の解約予定 

・平成 31 年 3 月より順次解約を行います。 

ご契約の継続を希望される場合 

・平成３１年２月２２日（金）までに、ご契約中のインターネットバンキングへログイン

をしていただき、「画像認証カードの申込」をしてください。           

その後、お手元に「画像認証カード」が届きましたら、「画像認証カードの切替え」を

していただいて処理完了となります。 

・お手続きにつきましては、お取引店舗までお申し出ください。 


